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付属機関及び市政運営上の会合の運営及び委員等の選任等に関する要綱 

 

【１ 総則】 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、付属機関（地方自治法第１３８条の４第３項）及び市政運営

上の会合の運営及び委員等の選任等について、準拠すべき基本事項を定めるもの

とする。 

 

（定義） 

第２条 付属機関（地方自治法第１３８条の４第３項）及び市政運営上の会合の定

義については、以下のとおりとする。 

(1) 付属機関 

調停、審査、諮問又は調査等を行い、その結果を答申等の形でまとめるために

設置される機関。 

(2) 市政運営上の会合 

市の政策課題に対して学識経験者、市民等の意見を求め、市政運営上の参考と

するために開催される会合。 

 

【２ 付属機関】 

（付属機関の設置及び委員の選任手続） 

第３条 北九州市事務分掌条例（昭和４０年北九州市条例第４４号）第１条に掲げ

る局及び室の長、会計室長、区長、消防局長、上下水道局長、交通局長、病院局

長及び公営競技局長並びに行政委員会事務局長及び教育長（以下「局長等」とい

う。）が、付属機関を新たに設置しようとする場合は、総務局長に対し、設置事前

協議書（様式第１号）により事前協議し、及び合議するものとする。 

２ 局長等が付属機関の委員の候補者を選定する場合は、総務局長に対し、委員の

選任に係る事前協議書（様式第２号）により、事前協議（概ね３箇月前を目途と

する。）するとともに、決裁終了後は、総務局総務課に報告するものとする。ただ

し、事前協議から変更する場合は、総務局長に対し合議するものとする。 

 

（付属機関の委員の候補者の選定における留意事項） 

第４条 付属機関の委員の候補者の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意する

ものとする。 

(1) 付属機関の機能が十分に発揮されるよう、広範な分野及び幅広い年齢層の中か

ら適切な人材を選定し、特に委員が高齢者（７０歳以上）に偏ることがないよう

配慮するとともに、若い世代（４０歳未満）の登用に努めること。 

(2) 委員の兼職の数は、４を限度とすること。このため、委員の候補者の選定に当

たっては、あらかじめ総務局総務課において多数兼務委員の状況を確認し、他の
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付属機関の委員を４以上兼ねる者を候補者として選定しないものとすること。 

(3) 委員の在任期間は、最初に就任したときからの任期を通算して１０年を限度と

すること。 

(4) 委員の女性参画については、「北九州市付属機関及び市政運営上の会合への女

性委員の参画促進要綱」（平成１５年４月１日制定）によること。 

(5) 本市議会の議員及び職員は、原則として委員の候補者に選定しないものとする

こと。 

２ 設置目的等に照らし、公募制とすることがふさわしい付属機関については、そ

の導入について検討し、実施に努めるものとする。 

３ 第１項各号及び前項の規定については、次の各号のいずれかに該当する場合に

は適用しないことができる。 

(1) 委員の選任について法令又は条例に定めがある場合 

(2) 委員の候補者として選定しようとする者が当該付属機関の所掌事務と密接な関

連を有する団体を代表する者又はこれに準ずると認められる者である場合 

(3) 専門的な知識又は経験を有する者が他に得られないなど特別な事情があると認

められる場合 

 

（会議の公開） 

第５条 付属機関の会議は、原則公開とする。ただし、次に掲げる場合は、付属機

関の決定により公開しないことができる。 

(1) 法令等に特別の定めがある場合 

(2) 不開示情報（情報公開条例第７条）に該当する事項を審議する場合 

(3) 円滑な会議運営が損なわれるおそれがある場合 

(4) その他非公開とすることに相当する理由がある場合 

 

（会議を非公開とする決定） 

第６条 付属機関は、会議内容が前条ただし書に該当する場合は、次のいずれかの

方法により会議の非公開を決定することができる。（なお、初めて開催する会議の

非公開の決定については、所管課において確認した当該付属機関の委員の総意に

基づき、付属機関を代表する者（付属機関を代表する者が決定されていない場合

は、会議の開催権限のある者）が決定するものとする。この場合において、各委

員の意見が一致しないときは、初めて開催する会議において決定する。） 

(1) 会議における議決 

(2) 委員全員による個別承認 

(3) あらかじめ指名された委員等による承認 

(4) その他付属機関が定める方法 

 

（会議開催の事前周知） 
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第７条 付属機関が会議を開催する場合は、公開、非公開にかかわらず、付属機関

の事務局は、会議名、議題、開催日時、開催場所、その他必要な事項を記載した

会議開催のお知らせ（様式第３号）を作成し、当該会議の開催日の２週間前まで

に、付属機関の事務局等のホームページに掲載するとともに、総務局総務課に電

子メールまたは文書で送付する。総務局総務課は受領後、市ホームページ（会議

開催情報）に掲載する（付属機関の所管局課においても掲載されているか確認す

る）とともに、文書館に送付するものとし、文書館は受領後速やかに所定の位置

に掲示する。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じた場合はこの限りではな

い。 

２ 付属機関が会議を開催するにあたって定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 会議名 

(2) 議題 

(3) 開催日時 

(4) 開催場所 

(5) 会議の公開・非公開の別 

(6) 傍聴者の定員（公開会議のみ） 

(7) 傍聴希望者が定員を超えた場合の傍聴者の決定方法（公開会議のみ） 

(8) 非公開の理由（非公開会議のみ） 

(9) その他必要な事項 

(10) 問い合わせ先 

 

（会議の傍聴等） 

第８条 付属機関の会議の公開については、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、

当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。 

２ 付属機関は、会議の開催日の当日､原則として傍聴を希望する者のうちから先

着順に傍聴者を決定する。 

３ 付属機関は、当日先着順にすると会場が混乱するおそれ等があると認めるとき

は、はがき、ファクシミリ等の申し込みにより、事前に傍聴者を決定することが

できる。 

４ 付属機関は、会議を円滑に運用するため、傍聴要領（例）（様式第４号）を参考

に傍聴要領を定め、会場の秩序維持に努める。 

５ 傍聴希望者の個人情報（氏名、住所等）の取得については、個人情報保護条例

を踏まえ、次の事項に留意のうえ、その要否（必要性）を検討すること。 

(1) 個人情報の取得の必要性が低いと認められる場合は、「必要最小限の個人情報

に限定する」か、又は「個人情報を取得しない」等の措置を講じること。 

(2) 個人情報を取得する場合は、あらかじめ、その利用目的を明示すること（個人

情報保護条例第８条に定める例外を除く。）。 

(3) 個人情報を取得する場合は、連名式の受付簿とするのではなく、個人毎に受付
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簿を分けるなど、第三者に個人情報が漏れることがないよう、記入方法にも配慮

すること。 

６ 傍聴者には、会議次第のほか、原則として出席する委員に配布する資料と同じ

資料を配布すること。ただし、特別の事情がある場合は、資料の一部又は全部を

配布しないことができるものとする。 

 

（会議録等の作成） 

第９条 付属機関の事務局は、会議の公開、非公開にかかわらず、付属機関の会議

の内容について、当該付属機関の意見を踏まえて、会議録（様式第５号）又は会

議要旨（以下「会議録等」という。）を速やかに作成しなければならない。ただし、

特別の事情により作成が困難な場合は、この限りでない。 

２ 会議録には、原則として次に掲げる事項を記載する。 

(1) 会議名 

(2) 議題 

(3) 開催日時 

(4) 開催場所 

(5) 出席者氏名 

(6) 会議を非公開とした理由（非公開会議のみ） 

(7) 議事概要 

(8) 会議経過（発言内容） 

(9) その他必要な事項 

（10）問い合わせ先 

３ 会議要旨は、会議での審議事項が個人のプライバシーに関する場合や会議にお

いて自由な論議を確保する等の理由により、発言者や発言の内容全部を公開する

ことが出来ない場合等に作成するものとし、内容については、前項の会議録に準

ずることとする。 

 

（会議録等の情報提供） 

第１０条 付属機関の事務局は、付属機関のホームページを作成し、情報提供にあ

たっては、委員名簿及び会議録等を速やかに所管局等のホームページ等に掲載す

るものとする。（概ね２週間後を目途とする。）ただし、特別の事情により、情報

提供を行うことができない場合は、その理由を明らかにしておくこととする。 

２ 付属機関の事務局は、市民又は報道機関等の求めに応じ、付属機関の意見又は

判断を踏まえて、会議録等の写し（不開示情報が記録されている部分を除く）な

ど審議経過及び審議結果に係る情報を提供するものとする。 

 

【３ 市政運営上の会合】 

（市政運営上の会合の開催及び構成員の選任手続） 
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第１１条 局長等が市政運営上の会合を新たに開催しようとする場合は、総務局長

に対し、開催事前協議書（様式第６号）により事前協議し、及び合議するものと

する。 

２ 局長等が市政運営上の会合の構成員を選任する場合は、総務局長に対し、構成

員の選任に係る事前協議書（様式第７号）により、事前協議（概ね３箇月前を目

途とする。）するとともに、決裁終了後は、総務局総務課に報告するものとする。

ただし、事前協議から変更する場合は、総務局長及び総務局女性活躍推進室長に

対し合議するものとする。 

 

（市政運営上の会合の構成員の選任における留意事項） 

第１２条 市政運営上の会合の構成員の選任に当たっては、次に掲げる事項に留意

するものとする。 

(1) 市政運営上の会合の機能が十分に発揮されるよう、広範な分野及び幅広い年齢

層の中から適切な人材を選任し、特に委員が高齢者（７０歳以上）に偏ることが

ないよう配慮するとともに、若い世代（４０歳未満）の登用に努めること。 

(2) 構成員の兼職はできる限り避けること。 

(3) 構成員の女性参画については、「北九州市付属機関及び市政運営上の会合への

女性委員の参画促進要綱」（平成１５年４月１日制定）によること。 

２ 開催目的等に照らし、公募制とすることがふさわしい市政運営上の会合につい

ては、その導入について検討し、実施に努めるものとする。 

 

（市政運営上の会合の運営に当たっての留意事項） 

第１３条 市政運営上の会合については、付属機関とは異なり、あくまで市政運営

上の参考とするための意見交換、懇談等の場として性格付けられるものであるた

め、その運営に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 

(1) 開催の根拠となる要綱等において、「設置する」等の恒常的なものであるとの誤

解を招く表現を用いないこと。  

(2) 審議会、協議会、審査会、調査会又は委員会の名称を用いないこと。  

(3) 定員及び議決方法に関する議事手続を定めないこと。 

(4) 聴取した意見について、取りまとめは行わないこと。 

 

（会議の公開） 

第１４条 市政運営上の会合の公開については、付属機関の会議の公開に係る規定

（第５条～第８条）に準じて公開に努めるものとする。 

 

（会議録等の作成及び情報提供） 

第１５条 市政運営上の会合の会議録の作成及び情報提供については、付属機関の

会議録等の作成及び情報提供に係る規定（第９条～第１０条）に準ずるものとす
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る。 

 

（市政運営上の会合の廃止） 

第１６条 所期の目的を達成した若しくは終期の到来した市政運営上の会合は、す

みやかに廃止するものとする。この場合、廃止届（様式第８号）を総務局長に提

出すること。 

 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２６年４月１０日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２７年２月２３日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３１年３月１日から施行する。 


